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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１デバイスと、
　第２デバイスと
　を備えるシステムであって、前記第１デバイスは、
　前記第２デバイスの埋め込み汎用集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）識別子（ＥＩＤ）を取
得することと、
　プロファイルダウンロード要求を示す第１メッセージを移動体事業者ネットワークに送
信することであって、前記第１メッセージは、前記第２デバイスの前記ＥＩＤを含む、送
信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから前記ＥＩＤと関連付けられるプロファイルを受信す
ることと、
　前記第２デバイスに前記プロファイルを送信することと
　を行うように構成され、
　前記第２デバイスは、前記第２デバイスのｅＵＩＣＣに前記プロファイルをインストー
ルするように構成され、前記第１デバイスの移動体加入者ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）
が前記第２デバイスにより共有され、
　前記第１デバイスは、さらに、
　前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサ
ービスのバインド関係をバインド解除するためのバインド解除要求を前記移動体事業者ネ
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ットワークに送信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから、バインド解除処理結果を受信することと、
　前記バインド解除処理結果を、前記第２デバイスに送信することと、を行うように構成
され、
　前記第２デバイスは、さらに、
　前記バインド解除処理結果を受信することに応じて、前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣ
Ｃ内の前記プロファイルを削除するように構成される、
　システム。
【請求項２】
　前記第２デバイスの前記ＥＩＤを取得することは、前記第２デバイスとのブルートゥー
ス接続を介して前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣの前記ＥＩＤを取得することを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１メッセージは更に、前記第１デバイスの識別子を含み、前記第１デバイスの前
記識別子は、集積回路カード識別子（ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮまたは国際移動体加入
者識別（ＩＭＳＩ）のうちの何れか１つを含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１デバイスは更に、
　契約情報を含むウェブページを表示することと、
　前記契約情報のサービス規約に同意するためのユーザ入力を受信することと
　を行うように構成される、請求項１から３の何れか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＥＩＤと関連付けられる前記プロファイルを受信することは、プロファイル管理サ
ーバから前記ＥＩＤと関連付けられる前記プロファイルを受信することを含む、請求項１
から４の何れか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　前記バインド解除要求は、前記第１デバイスの第１識別子と、前記第２デバイスの第２
識別子を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第１デバイスは更に、
　前記移動体事業者ネットワークに対して認証プロセスを実行することと、
　前記移動体事業者ネットワークから認証成功情報を取得することであって、前記認証プ
ロセスは、拡張認証プロトコル・認証と鍵合意（ＥＡＰ－ＡＫＡ）認証プロセスを含む、
ことと、
　を行うように構成される、請求項１から６の何れか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロファイルを前記削除することは、
　前記プロファイル管理サーバに、プロファイル除去要求を送信することと、
　前記プロファイル管理サーバから、プロファイル除去結果を受信することと、
　前記プロファイル除去結果に応じ、前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロフ
ァイルを削除することと、を含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２デバイスは、前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣに前記プロファイルをインス
トールした後に、前記移動体事業者ネットワークから前記第２デバイスのためのＳＭＳ検
証コードを受信し、前記第１デバイスが前記ＳＭＳ検証コードを前記移動体事業者ネット
ワークに送信することで、前記第２デバイスの有効性が検証されると、前記第１デバイス
の前記ＭＳＩＳＤＮが前記第２デバイスにより共有される、請求項１から８のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つのプロセッサと、
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　メモリと
　を備える第１デバイスであって、
　前記メモリは、前記少なくとも１つのプロセッサに結合され、かつ、前記少なくとも１
つのプロセッサで実行されると、前記第１デバイスに、
　第２デバイスの埋め込み汎用集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）識別子（ＥＩＤ）を取得す
ることと、
　プロファイルダウンロード要求を示す第１メッセージを移動体事業者ネットワークに送
信することであって、前記第１メッセージは、前記第２デバイスの前記ＥＩＤを含む、送
信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから前記ＥＩＤと関連付けられるプロファイルを受信す
ることと、
　前記第２デバイスに前記プロファイルを送信することであって、前記プロファイルは、
前記第２デバイスのｅＵＩＣＣにインストールされ、前記第１デバイスの移動体加入者Ｉ
ＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）が前記第２デバイスにより共有される、送信することと、
　前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサ
ービスのバインド関係をバインド解除するためのバインド解除要求を前記移動体事業者ネ
ットワークに送信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから、バインド解除処理結果を受信することと、
　前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロファイルを削除するために、前記バイ
ンド解除処理結果を、前記第２デバイスに送信することと、
　を行わせるプログラミング命令を記憶する、第１デバイス。
【請求項１１】
　前記第２デバイスの前記ＥＩＤを取得することは、前記第２デバイスとのブルートゥー
ス接続を介して前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣの前記ＥＩＤを取得することを含む、
請求項１０に記載の第１デバイス。
【請求項１２】
　前記第１メッセージは更に、前記第１デバイスの識別子を含み、前記第１デバイスの前
記識別子は、集積回路カード識別子（ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮまたは国際移動体加入
者識別（ＩＭＳＩ）のうちの何れか１つを含む、請求項１０または１１に記載の第１デバ
イス。
【請求項１３】
　前記メモリは更に、前記少なくとも１つのプロセッサで実行されると、前記第１デバイ
スに、
　契約情報を含むウェブページを表示することと、
　前記契約情報のサービス規約に同意するためのユーザ入力を受信することと
　を行わせるプログラミング命令を記憶する、請求項１０から１２の何れか一項に記載の
第１デバイス。
【請求項１４】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　メモリと
　を備える第１デバイスであって、前記メモリは、前記少なくとも１つのプロセッサに結
合され、かつ、前記少なくとも１つのプロセッサで実行されると、前記第１デバイスに、
　第２デバイスの埋め込み汎用集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）識別子（ＥＩＤ）を取得す
ることと、
　プロファイルダウンロード要求を示す第１メッセージを移動体事業者ネットワークに送
信することであって、前記第１メッセージは、前記第２デバイスの前記ＥＩＤを含む、送
信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから前記ＥＩＤと関連付けられた起動コードを受信する
ことと、
　プロファイル管理サーバから前記第２デバイスへプロファイルをダウンロードするため
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に、前記起動コードを前記第２デバイスに送信することであって、前記第１デバイスの移
動体加入者ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）が前記第２デバイスにより共有される、ことと
、
　前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサ
ービスのバインド関係をバインド解除するためのバインド解除要求を前記移動体事業者ネ
ットワークに送信することと、
　前記移動体事業者ネットワークから、バインド解除処理結果を受信することと、
　前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロファイルを削除するために、前記バイ
ンド解除処理結果を、前記第２デバイスに送信することと、
　を行わせるプログラミング命令を記憶する、第１デバイス。
【請求項１５】
　前記第１メッセージは更に、前記第１デバイスの識別子を含み、前記第１デバイスの前
記識別子は、集積回路カード識別子（ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮまたは国際移動体加入
者識別（ＩＭＳＩ）のうちの何れか１つを含む、請求項１４に記載の第１デバイス。
【請求項１６】
　前記メモリは更に、前記少なくとも１つのプロセッサで実行されると、前記第１デバイ
スに、
　契約情報を含むウェブページを表示することと、
　前記契約情報のサービス規約に同意するためのユーザ入力を受信することと
　を行わせるプログラミング命令を記憶する、請求項１４または１５に記載の第１デバイ
ス。
【請求項１７】
　第１デバイスが第２デバイスの埋め込み汎用集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）識別子（Ｅ
ＩＤ）を取得する段階と、
　前記第１デバイスが、プロファイルダウンロード要求を示す第１メッセージを移動体事
業者ネットワークに送信する段階であって、前記第１メッセージは、前記第２デバイスの
前記ＥＩＤを含む、送信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記移動体事業者ネットワークから前記ＥＩＤと関連付けられる
プロファイルを受信する段階と、
　前記第１デバイスが前記第２デバイスに前記プロファイルを送信する段階であって、前
記プロファイルは、前記第２デバイスのｅＵＩＣＣにインストールされ、前記第１デバイ
スの移動体加入者ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）が前記第２デバイスにより共有される、
送信する段階と
　前記第１デバイスが、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間のマルチＩＭＳＩシ
ングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド関係をバインド解除するためのバインド解除要求
を前記移動体事業者ネットワークに送信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記移動体事業者ネットワークから、バインド解除処理結果を受
信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロファイルを削除
するために前記バインド解除処理結果を前記第２デバイスに送信する段階と、
　を備える、プロファイルダウンロードの方法。
【請求項１８】
　前記第２デバイスの前記ＥＩＤを取得する段階は、前記第２デバイスとのブルートゥー
ス接続を介して前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣの前記ＥＩＤを取得する段階を含む、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１メッセージは更に、前記第１デバイスの識別子を含み、前記第１デバイスの前
記識別子は、集積回路カード識別子（ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮまたは国際移動体加入
者識別（ＩＭＳＩ）のうちの何れか１つを含む、請求項１７または１８に記載の方法。
【請求項２０】
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　契約情報を含むウェブページを表示する段階と、
　前記契約情報のサービス規約に同意するためのユーザ入力を受信する段階と
　を更に備える、請求項１７から１９の何れか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　第１デバイスが第２デバイスの埋め込み汎用集積回路カード（ｅＵＩＣＣ）識別子（Ｅ
ＩＤ）を取得する段階と、
　前記第１デバイスが、プロファイルダウンロード要求を示す第１メッセージを移動体事
業者ネットワークに送信する段階であって、前記第１メッセージが、前記第２デバイスの
前記ＥＩＤを含む、送信する段階と、
　前記第１デバイスが前記移動体事業者ネットワークから前記ＥＩＤと関連付けられた起
動コードを受信する段階と、
　前記第１デバイスが、プロファイル管理サーバから前記第２デバイスへプロファイルを
ダウンロードするために、前記起動コードを前記第２デバイスに送信する段階であって、
前記第１デバイスの移動体加入者ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ）が前記第２デバイスによ
り共有される、送信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記第１デバイスと前記第２デバイスとの間のマルチＩＭＳＩシ
ングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド関係をバインド解除するためのバインド解除要求
を前記移動体事業者ネットワークに送信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記移動体事業者ネットワークから、バインド解除処理結果を受
信する段階と、
　前記第１デバイスが、前記第２デバイスの前記ｅＵＩＣＣ内の前記プロファイルを削除
するために、前記バインド解除処理結果を前記第２デバイスに送信する段階と、
　を備えるプロファイルダウンロードの方法。
【請求項２２】
　前記第１メッセージは更に、前記第１デバイスの識別子を含み、前記第１デバイスの前
記識別子は、集積回路カード識別子（ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮまたは国際移動体加入
者識別（ＩＭＳＩ）のうちの何れか１つを含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　契約情報を含むウェブページを表示する段階と、
　前記契約情報のサービス規約に同意するためのユーザ入力を受信する段階と
　を更に備える、請求項２１または２２に記載の方法。
【請求項２４】
　コンピュータに請求項１７から２０の何れか一項に記載の方法を実行させるためのプロ
グラム。
【請求項２５】
　コンピュータに請求項２１から２３の何れか一項に記載の方法を実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１６年１１月９日に中国特許庁に出願された「ＰＲＯＦＩＬＥ　ＤＯＷＮ
ＬＯＡＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥ」と題する国際特許出願第ＰＣＴ／ＣＮ
２０１６／１０５２３７号への優先権を主張するものであり、本願は、２０１６年１０月
３１日に中国特許庁に出願された中国特許出願第２０１６１０９２８９７７．９号への優
先権を主張するものでもある。これらは全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本願の実施形態は、通信技術の分野、より具体的には、プロファイルダウンロードの方
法およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
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　現在、取り外し可能な汎用集積回路カード（ＵＩＣＣ）は、移動体通信事業者（ＭＮＯ
）によって提供されるサービスを操作し、かつ、当該サービスにアクセスする、ほとんど
のモバイルデバイス用に構成される。ＭＮＯは概して、ＵＩＣＣカードを使用するユーザ
端末の各々に１つの加入者識別番号を割り当てる。すなわち、１つの加入者識別番号が１
つのユーザ端末に対応している。しかしながら、技術の進歩に伴い、個々のユーザが保持
するユーザ端末の数が増え続けている。特に、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）デバイス
の増加に伴い、１つの加入者識別番号を１人のユーザの２つまたはそれより多くのユーザ
端末で共有すること（すなわち、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ（ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　ＩＭＳＩ　ｎｕｍｂｅｒｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ＭＳＩＳＤＮ）サービス
）に対する需要が高まり続けている。
【０００４】
　マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを操作するとき、顧客は大抵ＭＮＯカス
タマーサービスセンタに行ってサービス申し込みを提出する必要があり、販売員は顧客の
申し込みに従ってマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを起動する。このように
、顧客は、カスタマーサービスセンタでの操作に時間とエネルギーを費やす必要がある。
その結果、顧客体験が低下し、ＭＮＯサービスの推進が影響を受ける。
【０００５】
　ｅＵＩＣＣを使用するデバイスのためにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス
を起動する必要がある場合、顧客は、カスタマーサービスセンタに行ってクイックレスポ
ンスコードをスキャンすることにより、ＭＮＯネットワークからＭＮＯネットワークのプ
ロファイル（ｐｒｏｆｉｌｅ）をダウンロードする必要がある。プロファイルは、デバイ
スユーザが加入しているＭＮＯの加入者情報のソフトウェア式パケットであってよい。マ
ルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを起動するために、ユーザは、マルチＩＭＳ
ＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの加入書類をその場で確認して署名する必要がある。こ
のように、カスタマーサービスセンタは、クイックレスポンスコードをスキャンするため
のデバイスを追加する必要があるだけでなく、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサー
ビスをプロビジョニングする手順において販売員を訓練する必要もある。カスタマーサー
ビスセンタの数が多いことから、事業者の財務費用およびスタッフ訓練費用は高い。
【０００６】
　従って、ユーザ／事業者の費用を減らすためにプロファイルのダウンロードおよびマル
チＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動を簡便に行う技術をいかにして提供するか
が、当業者によって早急に解決されるべき技術的課題である。
【発明の概要】
【０００７】
　本明細書では、プロファイルのダウンロードおよびマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤ
Ｎサービス起動の利便性を高めることによりユーザ／事業者の費用を減らすために、プロ
ファイルダウンロードの方法およびデバイスについて説明する。
【０００８】
　第１態様によれば、本願のある実施形態がプロファイルダウンロードの方法を提供する
。プロファイルダウンロードの方法は、汎用集積回路カードＵＩＣＣを有する一次デバイ
スに適用されてよい。一次デバイスは、二次デバイスのためにプロファイルダウンロード
情報を申し込んでよい。方法は、二次デバイスの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ
）を取得する段階であって、ＥＩＤは、一次デバイスが移動体事業者サーバからＥＩＤと
一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、取得する段階と、
移動体事業者サーバからＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を受信する段階
と、二次デバイスにプロファイルダウンロード情報を送信する段階であって、プロファイ
ルダウンロード情報は、二次デバイスがプロファイル管理サーバからプロファイルをダウ
ンロードするために使用され、プロファイルは、ダウンロードの完了後に二次デバイスの
埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる、送信する段階とを含む。
【０００９】
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　一次デバイスのために移動体通信事業者（ＭＮＯ）のネットワークサービスを起動する
とき、ユーザは、ＵＩＣＣの購入、および、対応するパッケージの起動を実名登録で行う
ことにより、ＭＮＯのネットワークおよびアプリケーションサービスを使用する必要があ
る。ユーザが購入する二次デバイスはｅＵＩＣＣを使用しており、ユーザはカスタマーサ
ービスセンタに行くこと、および、クイックレスポンスコードをスキャンしてＭＮＯネッ
トワークから事業者ネットワークのプロファイルをダウンロードすることを望まない。第
１態様における方法を使用することによって、二次デバイスは、一次デバイスを使用して
プロファイルダウンロードを完了することにより、ユーザ操作を楽にすることができる。
【００１０】
　考えられるある設計において、二次デバイスのプロファイルがダウンロードおよびイン
ストールされた後、一次デバイスは更に、ＭＮＯにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ
サービスを申し込んでよい。すなわち、１つの移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮが複
数のデバイスの国際移動体加入者識別ＩＭＳＩに対応している。一次デバイスは、移動体
事業者サーバにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求を送信する。ここ
で、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求は、一次デバイスの識別子お
よび二次デバイスの識別子を保持し、一次デバイスの識別子は、集積回路カード識別子（
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ
）、移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮおよび国際移動体加入者識別ＩＭＳＩのうちの
何れか１つを含み、二次デバイスの識別子は、ＥＩＤ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩのう
ちの何れか１つを含む。
【００１１】
　考えられるある設計において、一次デバイスは、二次デバイスのためにＭＮＯにプロフ
ァイルダウンロード情報を申し込むとき、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス
起動を要求してよい。一次デバイスは、移動体事業者サーバに一次デバイスのＥＩＤおよ
び識別子（ＩＣＣＩＤ、ＭＳＩＳＤＮまたはＩＭＳＩ）を送信し、移動体事業者サーバは
、一次デバイスおよび二次デバイスのためにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービ
スを登録および起動する。
【００１２】
　考えられるある設計において、二次デバイスのためにプロファイルダウンロード情報を
申し込むために、一次デバイスは、ウェブページを使用して契約への署名、および、ＭＮ
Ｏのサービス規約への同意を行う必要がある。
【００１３】
　考えられるある設計において、一次デバイスは、一次デバイスと二次デバイスとの間の
ブルートゥース（登録商標）接続またはＷｉ－Ｆｉ接続を使用して二次デバイスのＥＩＤ
を取得する。
【００１４】
　考えられるある設計において、一次デバイスは、移動体通信事業者によって認証される
必要がある。認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意Ｅ
ＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい。一次デバイスの認
証後、移動体通信事業者サーバは、プロファイル管理サーバにＥＩＤを送信し、プロファ
イルおよびプロファイルダウンロード情報を作成するようプロファイル管理サーバに命令
する。
【００１５】
　考えられるある設計において、一次デバイスは更に、ＭＮＯにマルチＩＭＳＩシングル
ＭＳＩＳＤＮサービスのバインド解除要求、すなわち、一次デバイスと二次デバイスとの
間をバインドするマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド解除を申し込
んでよく、一次デバイスと二次デバイスとの間のＦＡサービスまたはＭＡＨサービスをキ
ャンセルしてよい。二次デバイスは、プロファイル管理サーバにプロファイルリソースの
除去、および、二次デバイスのｅＵＩＣＣにあるプロファイルの削除を要求してよい。
【００１６】
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　考えられるある設計において、一次デバイスは、二次デバイスとのペアリング処理を実
行し、二次デバイスのために移動体事業者サーバにプロファイルダウンロード要求を送信
する。プロファイルダウンロード要求は次に、移動体事業者サーバによってプロファイル
管理サーバに送信され、プロファイル管理サーバは、プロファイルダウンロード情報およ
びプロファイルを作成する。一次デバイスはＵＩＣＣデバイスであり、プロファイル管理
サーバに直接アクセスすることができない。そのため、プロファイルダウンロード要求は
、移動体事業者サーバを使用してプロファイル管理サーバに送信される必要がある。
【００１７】
　別の態様によれば、本願のある実施形態が端末を提供する。端末は、上述の方法設計に
おいて一次デバイスを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアで実装されてもよい
し、対応するソフトウェアをハードウェアで実行することにより実装されてもよい。ハー
ドウェアまたはソフトウェアは、上述の機能に対応する１つまたは複数のモジュールを含
む。モジュールは、ソフトウェアおよび／またはハードウェアであってよい。
【００１８】
　考えられるある設計において、端末は、通信ユニット、汎用集積回路カードＵＩＣＣお
よびプロセッサを含む。プロセッサは、デバイスが上述の方法設計において対応する機能
を実行するのを支援するように構成される。デバイスはメモリを含んでよい。メモリは、
プロセッサに結合されるように構成され、プロセッサに必要なプログラム命令およびデー
タを記憶する。
【００１９】
　尚も別の態様によれば、本願のある実施形態が、上述のデバイスによって使用されるコ
ンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されているコンピュータ記憶媒体を提
供する。コンピュータ記憶媒体は、上述の態様を実行するように設計されているプログラ
ムを含む。
【００２０】
　更に別の態様によれば、本願のある実施形態が別のデバイスを提供する。デバイスは、
埋め込み汎用集積回路カードｅＵＩＣＣおよびプロセッサを含む。プロセッサは、一次デ
バイスにＥＩＤを送信し、一次デバイスからＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード
情報を受信し、かつ、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サー
バからプロファイルをダウンロードするように構成される。ここで、プロファイルは、ダ
ウンロードの完了後にｅＵＩＣＣにインストールされる。
【００２１】
　尚も更に別の態様によれば、本願のある実施形態が別の端末を提供する。端末は、汎用
集積回路カードＵＩＣＣおよびプロセッサを含む。プロセッサは、二次デバイスの識別子
を取得することであって、二次デバイスの識別子は、ＩＣＣＩＤ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩ
ＭＳＩのうちの何れか１つを含み、二次デバイスは、ＵＩＣＣを有する、取得することと
、移動体事業者サーバにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス要求を送信するこ
とであって、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス要求は、端末の識別子および
二次デバイスの識別子を保持し、一次デバイスの識別子は、ＩＣＣＩＤ、ＭＳＩＳＤＮお
よびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む、送信することと、移動体事業者サーバからマル
チＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動結果を受信することとを行うように構成さ
れる。
【００２２】
　更なる態様によれば、本願のある実施形態がプロファイルダウンロードの方法を提供す
る。プロファイルダウンロードの方法は、汎用集積回路カードＵＩＣＣおよび埋め込みＵ
ＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を有する電子デバイスに適用される。方法は、ＵＩＣＣに基づいて
移動体事業者ネットワークに対して電子デバイスを認証する段階と、移動体事業者ネット
ワークから認証完了情報を受信する段階と、当該認証完了情報に基づいて移動体事業者ネ
ットワークにｅＵＩＣＣの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信する段階であ
って、ＥＩＤは、電子デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと一致す
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るプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、送信する段階と、移動体
事業者ネットワークのサーバからプロファイルダウンロード情報を受信する段階と、当該
プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイルをダウ
ンロードする段階であって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に電子デバイスのｅ
ＵＩＣＣにインストールされる、ダウンロードする段階とを含む。
【００２３】
　考えられるある設計において、認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュー
ル／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい
。
【００２４】
　このように、ＵＩＣＣおよびｅＵＩＣＣの両方を有する電子デバイスの場合、ＵＩＣＣ
は、ユーザの有効性を検証し、かつ、ｅＵＩＣＣのためにｅＵＩＣＣプロファイルをダウ
ンロードするのに使用されてよい。
【００２５】
　尚も更なる態様によれば、本願のある実施形態が別の端末を提供する。端末は、通信ユ
ニット、汎用集積回路カードＵＩＣＣ、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）およびプロセッ
サを含む。プロセッサは、ＵＩＣＣに基づいて移動体事業者ネットワークに対して電子デ
バイスを認証することと、移動体事業者ネットワークから認証完了情報を取得することと
、当該認証完了情報に基づいて、移動体事業者ネットワークにｅＵＩＣＣの埋め込み集積
回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信するように通信ユニットを制御することであって、Ｅ
ＩＤは、電子デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと一致するプロフ
ァイルダウンロード情報を取得するために使用される、制御することと、移動体事業者ネ
ットワークのサーバからプロファイルダウンロード情報を取得することと、当該プロファ
イルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロード
することであって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に電子デバイスのｅＵＩＣＣ
にインストールされる、ダウンロードすることとを行うように構成される。
【００２６】
　考えられるある設計において、認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュー
ル／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい
。
【００２７】
　一層更なる態様によれば、本願のある実施形態がプロファイルダウンロードの方法を提
供する。プロファイルダウンロードの方法は、第２デバイスが移動体事業者ネットワーク
のサーバにプロファイル取得要求を送信する段階であって、プロファイル取得要求は、第
２デバイスの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）および第１デバイスの移動局国際
ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮを保持し、ＥＩＤは、第２デバイスが移動体事業者ネットワー
クのサーバからＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用さ
れる、送信する段階と、第２デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバに検証コード
を送信する段階であって、検証コードは、第１デバイスによって受信される検証コードで
ある（例えば、ユーザは、第２デバイスを使用して、第１デバイスによって受信される検
証コードを手動で入力してもよいし、ユーザは、第２デバイスを使用して、短距離通信（
例えば、ＮＦＣ）で、または、クイックレスポンスコードをスキャンする形で、第１デバ
イスによって受信される検証コードを取得してもよい）、送信する段階と、第２デバイス
が移動体事業者サーバからプロファイルダウンロード情報を受信する段階と、第２デバイ
スが当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイ
ルをダウンロードする段階であって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に第２デバ
イスの埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる、ダウンロードする段階と
を含む。
【００２８】
　考えられるある設計において、認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュー
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ル／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい
。
【００２９】
　このように、ユーザが２つの電子デバイスを有する場合、第１デバイスは、ユーザの有
効性を検証し、かつ、第２デバイスのためにｅＵＩＣＣプロファイルをダウンロードする
のに使用されてよい。
【００３０】
　尚も一層更なる態様によれば、本願のある実施形態が別の端末を提供する。端末は、通
信ユニット、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）およびプロセッサを含む。プロセッサは、
移動体事業者ネットワークのサーバにプロファイル取得要求を送信するように通信ユニッ
トを制御することであって、プロファイル取得要求は、端末の埋め込み集積回路カード識
別子（ＥＩＤ）および第１デバイスの移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮを保持し、Ｅ
ＩＤは、端末が移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと一致するプロファイルダ
ウンロード情報を取得するために使用される、制御することと、移動体事業者ネットワー
クのサーバに検証コードを送信するように通信ユニットを制御することであって、検証コ
ードは、第１デバイスによって受信される検証コードである、制御することと、移動体事
業者サーバからプロファイルダウンロード情報を取得することと、当該プロファイルダウ
ンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードすること
であって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に端末の埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣ
Ｃ）にインストールされる、ダウンロードすることとを行うように構成される。
【００３１】
　考えられるある設計において、認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュー
ル／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい
。
【００３２】
　先行技術と比べて、本願において提供される解決手段では、プロファイルダウンロード
の利便性およびマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動の利便性が高まり得る
。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本願の実施形態における技術的解決手段をより明確に説明すべく、以下では実施形態ま
たは先行技術を説明するのに必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明に
おける添付図面は、本願の実施形態を幾つか示しているに過ぎず、当業者であれば、創造
的努力をせずともこれらの添付図面から他の図面を導出することができる。
【００３４】
【図１】本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図である。
【００３５】
【図２】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図である。
【００３６】
【図３】本願の尚も別の実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図であ
る。
【００３７】
【図４】本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００３８】
【図５】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００３９】
【図６Ａ】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【図６Ｂ】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【図６Ｃ】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００４０】
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【図７】本願のある実施形態に係る端末のコンポーネントブロック図である。
【００４１】
【図８】本願の別の実施形態に係るデバイスのコンポーネントブロック図である。
【００４２】
【図９】本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法で第１デバイスが実
行する操作のフローチャートである。
【００４３】
【図１０】本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法で第２デバイスが
実行する操作のフローチャートである。
【００４４】
【図１１】本願のある実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動
方法のフローチャートである。
【００４５】
【図１２Ａ】本願の別の実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起
動方法の概略図である。
【図１２Ｂ】本願の別の実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起
動方法の概略図である。
【００４６】
【図１３】本願のある実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバ
インド解除方法のフローチャートである。
【００４７】
【図１４】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法のフローチャート
である。
【００４８】
【図１５】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００４９】
【図１６】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００５０】
【図１７】本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下では、本願の実施形態における添付図面を参照しながら、本願の実施形態における
技術的解決手段を明確かつ完全に説明する。本願の実施形態において提供されるプロファ
イルダウンロードの方法およびデバイスは、プロファイルダウンロードおよびマルチＩＭ
ＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動などのサービスをデバイスに提供するために、セ
ルラフォン、ＰＤＡ（パーソナルデジタルアシスタント）、２Ｇ／３Ｇ／４Ｇ／５Ｇ端末
またはＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）端末などの任意の移動端末に適用さ
れてよい。
【００５２】
　本願の説明において、「第１」、「第２」および「第３」などの用語は、説明を目的と
して使用されているに過ぎず、一次と二次との関係を示すとは理解され得ないため、本願
を限定するものとは解釈され得ないことを理解されたい。
【００５３】
　マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスは、１つの移動局国際ＩＳＤＮ番号（Ｍ
ＳＩＳＤＮ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＩＳＤＮ　
Ｎｕｍｂｅｒ）が複数の国際移動体加入者識別（ＩＭＳＩ：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）番号に対応しているサービ
ス、すなわち、複数の移動端末が異なるＳＩＭカードを使用してよいが、１つのＭＳＩＳ
ＤＮ番号を共有するサービスである。これらの移動端末が着信側として機能するとき、移
動端末のサービス手順が２つの手順、すなわち、モバイルアクセスハンティング（Ｍｏｂ
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ｉｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｈｕｎｔｉｎｇ、ＭＡＨ）およびフレキシブルアラーティング（
Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ａｌｅｒｔｉｎｇ、ＦＡ）に分類される。
【００５４】
　ＦＡ手順：ユーザがＦＡパイロット番号をダイヤルし、システムが全ての着信端末を鳴
らす。着信端末のうちの何れか１つが応答するとすぐに、システムはその他の着信端末を
鳴らすのを止める。例えば、移動端末Ａの電話番号が移動端末Ｂの携帯電話番号にバイン
ドされ、移動端末Ａの電話番号はＦＡパイロット番号として構成される。ユーザがパイロ
ット番号をダイヤルすると、登録された移動端末ＡおよびＢは同時に鳴る。本明細書にお
いて鳴っている移動端末ＡおよびＢは、メンバと呼ばれる。１つのメンバの応答後、その
他のメンバは鳴り止む。ＦＡパイロット番号は、ＦＡパイロット番号により誘導されるメ
ンバのメンバ番号であってもよいし、仮想番号であってもよい。
【００５５】
　ＭＡＨ手順：ユーザはＭＡＨパイロット番号をダイヤルし、システムはまず、ホームロ
ケーションレジスタ（ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）内の着
信ユーザによって設定される、鳴る順番に従って第１着信端末を鳴らす。第１着信端末が
接続されていない場合、システムは、１つの着信端末が応答するまで次の着信端末を順次
鳴らす。同様に、ＭＡＨパイロット番号は、ＭＡＨパイロット番号により誘導されるメン
バのメンバ番号であってもよいし、仮想番号であってもよい。
【００５６】
　技術の進歩に伴い、個々のユーザが保持するユーザ端末の数は増え続けている。特に、
ウェアラブルデバイス（例えば、スマートウォッチおよびスマートバンド）の増加に伴い
、１人のユーザの２つまたはそれより多くのユーザ端末間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳ
ＩＳＤＮサービスを起動することに対する需要が高まり続けている。現在、マルチＩＭＳ
ＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを操作するとき、顧客は大抵ＭＮＯカスタマーサービス
センタに行ってサービス申し込みを提出する必要があり、販売員は顧客の申し込みに従っ
てマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを起動する。これにより、ユーザ／事業
者の費用が間違いなく増加する。
【００５７】
　小型および携帯性といったウェアラブルデバイスの特徴により、ウェアラブルデバイス
を使用する機会が増え始めている。しかしながら、ウェアラブルデバイスが小型であり、
かつ、そのハードウェアリソースが限られていることから、ウェアラブルデバイスの機能
は比較的シンプルである。現在、市販されているほとんどのウェアラブルデバイスは、生
理指標モニタリング、時刻表示、ＳＭＳメッセージ表示およびブルートゥース電話などの
機能だけを有する。ｅＵＩＣＣは、従来の取り外し可能なＵＩＣＣに勝る利点を提供し得
る。ｅＵＩＣＣは、複数のデバイスがＭＮＯに登録してＭＮＯとやり取りするために使用
されるＭＮＯプロファイル（ｐｒｏｆｉｌｅ）を記憶するように構成される。プロファイ
ルは、デバイスユーザが加入しているＭＮＯの加入者情報のソフトウェア式パケット（例
えば、ｅＳＩＭ）であってよい。書き換え可能メモリを含み、かつ、従来の取り外し可能
な加入者識別モジュールＳＩＭカードと同様の機能を有する電子加入者識別モジュール（
ｅＳＩＭ）を提供する、ｅＵＩＣＣもある。ｅＳＩＭは、ＳＩＭカードよりも柔軟性があ
る。なぜなら、ｅＳＩＭは、ｅＵＩＣＣの書き換え可能メモリに追加することができ、か
つ、ｅＵＩＣＣの書き換え可能メモリにおいて修正すること、または、ｅＵＩＣＣの書き
換え可能メモリから取り外すことができるからである。従って、ｅＵＩＣＣ技術の出現に
より、通信サービス、例えば、電話サービス、ＳＭＳ、音声および画像サービス並びにメ
ールサービスにおけるウェアラブルデバイスの適用が大いに拡大する。
【００５８】
　スマートフォンおよびスマートウォッチなどのデバイス間のマルチＩＭＳＩシングルＭ
ＳＩＳＤＮサービスを起動することにより、ユーザの複数のデバイス間のＦＡ電話サービ
スまたはＭＡＨ電話サービスが実装される。これにより、端末の顧客体験が著しく向上し
得る。例えば、障害、紛失、置き忘れまたは停電により携帯電話を使用できないときでも
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、ユーザは、腕時計を使用して着信または発信などの機能を実装することができる。これ
により、ユーザの仕事および生活が大いに楽になる。
【００５９】
　ｅＵＩＣＣを使用するインテリジェントデバイスのためにマルチＩＭＳＩシングルＭＳ
ＩＳＤＮサービスを起動するには、プロファイルをダウンロードすることが、まず解決す
べき課題である。
【００６０】
　図１は、本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図である
。
【００６１】
　図１を参照すると、プロファイルダウンロードシステムは、第１デバイス（別名：一次
デバイス）１０１を含む。第１デバイス１０１は、第１デバイス１０１に挿入することが
でき、かつ、第１デバイス１０１から取り外すことができる、汎用集積回路カード（ＵＩ
ＣＣ）を備える。ＵＩＣＣは、ネットワークアクセス証明情報、電話帳およびＳＭＳメッ
セージなど、移動通信加入者の個人情報を記憶する。ＧＳＭ（登録商標）、ＷＣＤＭＡ（
登録商標）またはＬＴＥなどの移動体通信ネットワークが接続されると、ＵＩＣＣは、加
入者識別およびサービスセキュリティキー作成を実行するので、移動体通信のセキュアな
使用が可能になる。ＳＩＭおよびＵＳＩＭなどの通信アプリケーションがＵＩＣＣにイン
ストールされてよく、モバイルクレジットカード、モバイルウォレットまたは電子パスポ
ートなどの他の様々なアプリケーションがＵＩＣＣにインストールされてよい。
【００６２】
　第１デバイス１０１は、無線通信回路を有しており、無線ワイドエリアネットワーク（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＷＡＮ）プロトコルを使用
して無線リンク１２０経由で移動体通信事業者（ＭＮＯ）１０３と通信してよい。ＷＷＡ
Ｎプロトコルは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳプロトコル、ＣＤＭＡプロトコル、ＥＤＧＥプロトコ
ル、ＥＶ－ＤＯプロトコル、ＥＶ－ＤＶプロトコル、ＨＳＤＰＡプロトコルおよびＬＴＥ
プロトコルなどを含む。ＭＮＯ１０３は、加入サーバ、認可サーバまたはＢＯＳＳシステ
ムのうちの少なくとも１つを含んでよい。
【００６３】
　第１デバイス１０１は、短距離無線通信リンク１１０を使用して第２デバイス１０２と
通信してよい。例えば、第１デバイス１０１は、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標））、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）またはＷｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ８０２．１１）プ
ロトコルを使用して第２デバイス１０２と通信してよい。
【００６４】
　図１は、複数の第２デバイス（別名：二次デバイス）１０２を含む。例えば、第２デバ
イス１０２は、スマートウォッチ、スマートリストストラップおよびスマートリングなど
を含んでよい。第２デバイス１０２には、ＵＩＣＣに取って代わり、かつ、端末に取り外
し不可能に埋め込まれる、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を使用している。ｅＵＩＣＣ
は、取り外し不可能なセキュアエレメント（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、ＳＥ）また
は取り外し可能なセキュアエレメントのうちの少なくとも一方を含む。セキュアエレメン
トは、第２デバイス１０２の製造中に第２デバイス１０２に取り外し不可能にインストー
ルされる。そのため、特定の移動体通信事業者のＩＭＳＩまたはＵＳＩＭなどのネットワ
ークアクセス認証情報を端末の製造中に予めインストールすることは不可能である。従っ
て、デバイスを購入するユーザは、特定の事業者にアクセスした後にのみ、係る認証情報
を確立することができる。例えば、プロファイル（ｐｒｏｆｉｌｅ）がＯＴＡ（無線）技
術を使用してダウンロードされてよく、ｅＵＩＣＣにインストールされてよい。
【００６５】
　加えて、特定の移動体通信事業者のために製造および着手されるに過ぎない典型的なＵ
ＩＣＣとは対照的に、端末に埋め込まれる、新たに導入されたｅＵＩＣＣは、ユーザが特
定の移動体通信事業者にアクセスするか、特定の移動体通信事業者を脱退する際、または
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、別の事業者に変更する際、様々な移動体通信事業者の認証情報をセキュアかつ柔軟にイ
ンストールおよび管理するはずである。
【００６６】
　ユーザの第１デバイス１０１は、ＭＮＯ１０３のネットワークに既にアクセスしており
（例えば、ＭＮＯ１０３のＵＩＣＣの購入および３Ｇ／４Ｇパッケージの起動を実名登録
で既に行っており）、ＭＮＯ１０３のネットワークおよびアプリケーションサービスを使
用してよい。ユーザが購入する第２デバイス１０２は、ｅＵＩＣＣを使用しており、ユー
ザはカスタマーサービスセンタに行くこと、および、クイックレスポンスコードをスキャ
ンしてＭＮＯ１０３のネットワークから事業者ネットワークのプロファイルをダウンロー
ドすることを望まない。ユーザの第１デバイス１０１は、既にＭＮＯ１０３の顧客であり
、ＭＮＯ１０３のネットワークおよびアプリケーションサービスを使用することができる
。従って、ユーザは、第１デバイス１０１を使用して第２デバイス１０２のためにプロフ
ァイルダウンロードの申し込みおよびマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの起
動を行うことにより、ユーザの第１デバイス１０１と第２デバイス１０２との間のＦＡ電
話サービスまたはＭＡＨ電話サービスを実装することを望む。
【００６７】
　図２は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図である
。
【００６８】
　図２を参照すると、段階１２０において、ユーザの第１デバイス１０１がＭＮＯ１０３
のネットワークに既にアクセスしており、ＭＮＯ１０３にプロファイルダウンロード要求
を送信する。この場合は、第２デバイス１０２のｅＵＩＣＣがプロファイルをダウンロー
ドしておらず、まずＭＮＯ１０３からプロファイルをダウンロードする必要がある。第１
デバイス１０１は、ＭＮＯ１０３に第２デバイス１０２のＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）を
送信する。
【００６９】
　段階１３０において、ＭＮＯ１０３は、プロファイル管理サーバを使用して第１デバイ
ス１０１にプロファイルダウンロード情報を提供する。プロファイルダウンロード情報は
、起動コード（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を含んでよく、起動コードはプロファ
イルサーバのアドレスを含んでよい。第１デバイス１０１は、短距離無線通信リンク１１
０を使用して第２デバイス１０２に起動コードを転送する。ＧＳＭＡの仕様書ＲＳＰ　Ａ
ｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｖｅｒｓｉｏｎ１．０（２０１５年１２月２３日）には、起動
コードを使用してプロファイルをダウンロードする特定のプロセスが詳しく記載されてい
る。本明細書では詳細について説明しない。ある実装において、プロファイル管理サーバ
は、加入マネージャ・データ作成＋（Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｄａ
ｔａ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ、ＳＭ－ＤＰ＋）であってよい。別の実装において、プロ
ファイル管理サーバは、加入マネージャ・データ作成（Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｍａ
ｎａｇｅｒ　Ｄａｔａ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ、ＳＭ－ＤＰ）および加入マネージャ・
セキュアルーティング（Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｒ
ｏｕｔｉｎｇ、ＳＭ－ＳＲ）を含んでよい。
【００７０】
　起動コードは、クイックレスポンスコードであってよい。クイックレスポンスコードは
、ユーザが事業者に加入するとき、事業者のプロファイル管理サーバがユーザのために一
時的に生成してよい。代替的に、クイックレスポンスコードは、事業者のプロファイル管
理サーバが予め生成してもよい。起動コードは、対象プロファイルダウンロードを実現す
るために必要なダウンロード情報を保持してよく、ユーザは、ユーザ端末を使用してクイ
ックレスポンスコードをスキャンすることによって、プロファイルダウンロード情報を取
得してよい。
【００７１】
　段階１４０において、第２デバイス１０２は、起動コードをスキャンして、Ｗｉ－Ｆｉ
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ネットワークを使用してプロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードする。
代替的に、第２デバイス１０２は、第１デバイス１０１を使用して、第１デバイス１０１
へのブルートゥース接続でプロファイル管理サーバへ間接的にアクセスしてもよく、プロ
ファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードしてもよい。第２デバイス１０２が
プロファイル作成を完了した後、第１デバイス１０１は、ＭＮＯ１０３にマルチＩＭＳＩ
シングルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求を再び送信してよい。マルチＩＭＳＩシングルＭ
ＳＩＳＤＮサービス起動要求は、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１０２
の識別子を保持する。第１デバイス１０１の識別子は、第１デバイス１０１の集積回路カ
ード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩであってよい。第２デバイス１０２の識別
子は、第２デバイス１０２のＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ
であってよい。その後、ＭＮＯ１０３は、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイ
ス１０２の識別子に従ってマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを起動すること
により、ユーザの第１デバイス１０１と第２デバイス１０２との間のＦＡ電話サービスま
たはＭＡＨ電話サービスを実装する。
【００７２】
　図３は、本願の尚も別の実施形態に係るプロファイルダウンロードシステムの概略図で
ある。
【００７３】
　図３を参照すると、プロファイルダウンロードシステムは、第１デバイス１０１および
第２デバイス１０２を含む。事業者ネットワーク１０３には、認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒ
ｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１、ウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ
）１０３２、プロファイル管理サーバ１０３５、ＢＯＳＳシステム１０３４およびショー
トメッセージセンタ１０３３などが配備される。
【００７４】
　ＢＯＳＳはＢｕｓｉｎｅｓｓ＆Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ、
すなわち、ビジネス運営支援システムの略語である。概して、ＢＯＳＳシステムは、４つ
の部分、すなわち、課金決済システム、運営会計システム、顧客サービスシステムおよび
決定支援システムに分割される。ＢＯＳＳシステムは、ＭＮＯのサービスシステム、ＣＲ
Ｍシステムおよび課金システムを搭載する。
【００７５】
　認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１は主に、第
１デバイス１０１の認証（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ）を実行して第１デバイス１０
１の有効性を検証するように構成される。認証処理は、グローバルシステム・フォー・モ
バイルコミュニケーションズ識別認証モジュールに基づく拡張認証プロトコル、および、
第３世代移動体通信・認証と鍵合意（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
　ｆｏｒ　３Ｇ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ
、ＥＡＰ－ＡＫＡ）に基づく拡張認証プロトコルをセルラモバイルネットワークで使用す
ることによって実行されてよい。認証処理には、代替的に検証コード方法を使用してもよ
い。例えば、ＭＮＯは、検証コードをランダムに生成すること、および、ショートメッセ
ージセンタ１０３３を使用して、ユーザの第１デバイス１０１が使用する携帯電話番号に
ＳＭＳメッセージを送信することにより、ユーザに検証コードを通知する。ユーザは、検
証コードを入力して二次検証を実行することにより、加入者識別の正確性を確保する。
【００７６】
　ウェブサーバ（Ｗｅｂ　Ｓｅｒｖｅｒ）１０３２は主に、ユーザのネットワーク加入操
作を担う。例えば、ウェブサーバ１０３２は、契約したページを第１デバイス１０１に返
す。契約したページは、プロファイルのダウンロードまたはマルチＩＭＳＩシングルＭＳ
ＩＳＤＮサービスの起動に関する事業者のサービス規約を含む。契約したページは更に、
契約に同意するクリックボックス、および、契約に同意しないクリックボックスを含む。
ユーザが契約に同意するクリックボックスをクリックした場合、事業者は、ユーザのため
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にプロファイルの作成および／またはマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの起
動を開始する。
【００７７】
　プロファイル管理サーバは、ユーザのためにプロファイルダウンロード情報およびプロ
ファイルを生成する。プロファイル管理サーバは、ＳＭ－ＤＳ、ＳＭ－ＤＰ、ＳＭ－ＳＲ
またはＳＭ－ＤＲなどのネットワーク側デバイスのうちの少なくとも１つを含んでよい。
【００７８】
　図４は、本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００７９】
　図４を参照すると、段階４０１において、第１デバイス１０１が第２デバイス１０２と
のブルートゥースペアリング処理を実行し、ペアリング処理は、第１デバイス１０１のＵ
Ｉインタフェースを使用して実装されてよい。その後、段階４０２において、第１デバイ
ス１０１と第２デバイス１０２との間にデータを伝送するためのブルートゥース接続が確
立され、第１デバイス１０１は、ブルートゥース接続を使用して第２デバイス１０２のＥ
ＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）を取得してよい。段階４０３において、第１デバイス１０１お
よびＭＮＯは、認証処理を実行して第１デバイス１０１の有効性を検証する。認証処理に
は検証コード方法を使用してよい。例えば、ＭＮＯは、検証コードをランダムに生成する
こと、および、ユーザの第１デバイス１０１が使用する携帯電話番号にＳＭＳメッセージ
を送信することにより、ユーザに検証コードを通知する。ユーザは、検証コードを入力し
て二次検証を実行することにより、加入者識別の正確性を確保する。段階４０４における
認証処理には、代替的にカードベースのＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証を使用してもよい。
第１デバイス１０１は、認証プロトコルに従って認証を完了し、ＭＮＯのネットワークに
アクセスする。段階４０４において、第１デバイス１０１は、ＭＮＯにプロファイル取得
要求を送信する。ここで、プロファイル取得要求は、第２デバイスのＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ
識別子）を保持する。段階４０５において、ＭＮＯは、プロファイル管理サーバにＥＩＤ
を転送する。段階４０５において、ＭＮＯは、プロファイル管理サーバにＥＩＤを転送し
、プロファイル管理サーバは、ＥＩＤと一致するプロファイル起動コードを作成し、段階
４０６においてＭＮＯに当該起動コードを転送する。段階４０７において、ＭＮＯは、第
１デバイス１０１に起動コードを転送する。段階４０８において、第１デバイス１０１は
、第２デバイス１０２に起動コードを転送する。段階４０９において、第２デバイス１０
２は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークを使用すること、または、第１デバイス１０１を使用して
プロファイル管理サーバへの接続を確立することによって、プロファイルを取得する。段
階４１０において、第１デバイス１０１は、ＭＮＯにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤ
Ｎサービス申し込みを送信する。ここで、マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス
申し込みは、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１０２の識別子を保持する
。第１デバイス１０１の識別子は、集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭ
ＳＩであってよい。第２デバイス１０２の識別子は、ＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）、ＭＳ
ＩＳＤＮおよびＩＭＳＩであってよい。その後、ＭＮＯ１０３は、第１デバイス１０１の
識別子および第２デバイス１０２の識別子に従ってマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ
サービスを起動する。このように、第１デバイス１０１のＭＳＩＳＤＮは、第１デバイス
１０１のＩＭＳＩおよび第２デバイス１０２のＩＭＳＩに対応していることにより、ユー
ザの第１デバイス１０１と第２デバイス１０２との間のＦＡ電話サービスまたはＭＡＨ電
話サービスを実装してよい。
【００８０】
　図４の段階４０３は、段階４０１および段階４０２の前に起こること、すなわち、第１
デバイス１０１は、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２がペアリングされる前
に移動体通信事業者によって認証されることに留意されたい。
【００８１】
　ユーザが複数の第２デバイス１０２を有する場合、ユーザは、図４の方法に従って第１
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デバイス１０１および複数の第２デバイス１０２のためにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩ
ＳＤＮサービスを申し込んでよい。
【００８２】
　図５は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である。
【００８３】
　図５を参照すると、段階５０１から段階５０３は、図４の段階４０１から段階４０３と
同様であり、本明細書では詳細について説明しない。段階５０４において、第１デバイス
１０１は、ＭＮＯ１０３にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを申し込むとき
、プロファイルダウンロード手順をトリガしてよい。第１デバイス１０１は、第１デバイ
スの識別子（例えば、集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　
Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）および
第２デバイス１０２のＥＩＤをＭＮＯ１０３に提供する。ＭＮＯ１０３は、第１デバイス
１０１の識別子および第２デバイス１０２のＥＩＤに従ってマルチＩＭＳＩシングルＭＳ
ＩＳＤＮサービスを起動する。段階５０６から段階５０９は、図４の段階４０６から段階
４０９と同様であり、本明細書では詳細について説明しない。段階５１０において、ＭＮ
Ｏ１０３は、第１デバイス１０１にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス申し込
み結果を通知する。図５の段階５０３は、段階５０１および段階５０２の前に起こってよ
いこと、すなわち、第１デバイス１０１は、第１デバイス１０１および第２デバイス１０
２がペアリングされる前に移動体通信事業者によって認証されることに留意されたい。
【００８４】
　図６Ａ、図６Ｂおよび図６Ｃは、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロード
の方法の概略図である。
【００８５】
　段階６０１０において、第１デバイス１０１は、認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉ
ｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１にプロファイル取得要求を送信する。プロファイル
取得要求は、第２デバイス１０２のＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）を保持し、ＥＩＤは、各
ｅＵＩＣＣに割り当てられる固有の識別子であり、不変の値である。
【００８６】
　段階６０２０において、認可サーバ１０３１は、ユーザが契約に署名していないことを
検出し、契約したウェブページ（ｃｏｎｔｒａｃｔｅｄ　ｗｅｂ　ｐａｇｅ）ウェブサイ
トを第１デバイス１０１に送信する。
【００８７】
　段階６０３０において、第１デバイス１０１は、ウェブブラウザを使用して、契約した
ウェブページを開き、契約したウェブページは、事業者との契約に署名するかどうかにつ
いてユーザに入力を促す。例えば、契約条件、契約に同意するクリックボックス、および
、契約に同意しないクリックボックスを表示する。第１デバイス１０１は、ユーザの加入
結果を取得し、ウェブサーバ１０３２に当該加入結果を送信する。ユーザが契約に同意す
るクリックボックスをクリックした場合は、ユーザ加入が成功したことを示し、段階６０
４０が実行される。ユーザが契約に同意しないクリックボックスをクリックした場合は、
ユーザが契約に同意しないことを示し、プロセスが終了する。
【００８８】
　段階６０４０において、ＷＳ１０３２は、ＢＯＳＳシステム１０３４にユーザの加入結
果を送信する。
【００８９】
　段階６０５０において、ＢＯＳＳシステム１０３４は、プロファイルおよびプロファイ
ルダウンロード情報（起動コード）を作成するようプロファイル管理サーバ１０３５に命
令する。
【００９０】
　段階６０６０において、ＢＯＳＳシステム１０３４は、認可サーバ１０３１に起動コー
ド（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を送信する。
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【００９１】
　段階６０７０において、認可サーバ１０３１は、第１デバイス１０１に起動コード（Ａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を送信する。
【００９２】
　段階６０８０において、第１デバイス１０１は、第２デバイス１０２に起動コードを送
信する。
【００９３】
　段階６０９０において、第２デバイス１０２は、無線リンクを使用してプロファイル管
理サーバ１０３５からプロファイルをダウンロードする。
【００９４】
　段階６１００において、第２デバイス１０２は、プロファイルが正常にダウンロードさ
れたことを第１デバイス１０１に通知する。
【００９５】
　段階６１１０において、第１デバイス１０１は、認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉ
ｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起
動要求を送信する。ここで、要求は、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１
０２の識別子を保持する。第１デバイス１０１の識別子は、集積回路カード識別子（Ｉｎ
ｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、
ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩであってよい。第２デバイス１０２の識別子は、ＥＩＤ（ｅ
ＵＩＣＣ識別子）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩであってよい。
【００９６】
　段階６１２０は、任意選択的な手順である。オプションとして、認可サーバ（Ａｕｔｈ
ｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１は、ユーザが二次加入を必要として
いるかどうかを事業者のＢＯＳＳシステム１０３４から知り、二次加入が必要な場合は、
契約したウェブサイトを第１デバイス１０１に送信する。具体的な加入手順については再
び説明しない。事業者のサービス要件に従って、事業者は、プロファイルダウンロードプ
ロセスおよびマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動プロセスを２つの独立し
た操作にしてよい。これらの２つの操作を起動するために、ユーザは、対応するプロトコ
ルに別々に署名する必要がある。
【００９７】
　段階６１３０は、任意選択的な手順である。オプションとして、第２デバイス１０２の
ＳＭＳ検証コード検証が実行される。認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒ
ｖｅｒ、ＡＳ）１０３１は、第１デバイス１０２にＳＭＳ検証コードを送信するようショ
ートメッセージセンタ１０３３に命令し、ユーザは、第１デバイス１０１を使用して認可
サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１に当該検証コード
を送信することにより、第２デバイス１０２の有効性を検証する。
【００９８】
　段階６１４０において、認可サーバ１０３１は、第１デバイス１０１および第２デバイ
ス１０２のためにＢＯＳＳシステム１０３４にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサー
ビスを申し込む。ＢＯＳＳシステム１０３４は、第１デバイス１０１および第２デバイス
１０２のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの処理を担う。この場合、第１デ
バイス１０１の移動局国際ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＩＳＤＮ　Ｎｕｍｂｅｒ）は、第１デバイス１０１のＩ
ＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ）番号および第２デバイス１０２のＩＭＳＩ番号に対応している。すなわち、第
１デバイス１０１および第２デバイス１０２は、１つのＭＳＩＳＤＮ番号を共有してよい
。
【００９９】
　段階６１５０において、ＢＯＳＳシステム１０３４は、認可サーバ１０３１にマルチＩ
ＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動結果を送信する。
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【０１００】
　段階６１６０において、認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、Ａ
Ｓ）１０３１は、第１デバイス１０１にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起
動結果を送信する。
【０１０１】
　段階６１７０において、第１デバイス１０１は、第２デバイス１０２にマルチＩＭＳＩ
シングルＭＳＩＳＤＮサービス起動結果を送信する。
【０１０２】
　オプションとして、段階６０１０の前に、第１デバイス１０１は更に、ＭＮＯネットワ
ークによって認証される必要がある。認証には、上述のＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証また
はＳＭＳ検証コード認証を使用してよい。
【０１０３】
　図７は、本願のある実施形態に係る端末のコンポーネントブロック図である。
【０１０４】
　図７は端末７００を示している。端末７００は、プロセッサ７０１、通信ユニット７０
２、ＵＩＣＣ７０３およびメモリ７０４を含む。端末７００は、図１から図３の第１デバ
イス１０１であってよい。通信ユニット７０２は、Ｗｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉ
ｄｅｌｉｔｙ、ワイヤレスフィデリティ）、ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標））および近距離無線通信（ＮＦＣ：ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）などの短距離通信プロトコルを支援してもよいし、インターネット（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ：ｗｉｄｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ
）、遠隔通信ネットワーク（ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、
セルラネットワーク（ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｎｅｔｗｏｒｋ）および衛星ネットワーク（ｓ
ａｔｅｌｌｉｔｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）などを支援してもよい。通信ユニット７０２は更に
、端末７００が別のデバイス（例えば、コンピュータ）に結合されること、および、当該
別のデバイスと有線または無線で通信することを可能にする回路を含んでよい。
【０１０５】
　プロセッサ７０１は、命令（例えば、タッチスクリーンから取得される命令）、割り込
み操作、時間調整および他の機能を実行するように構成される。加えて、プロセッサ７０
１は更に、グラフィックス処理ユニット（ｇｒａｐｈｉｃ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎ
ｉｔ）を含んでよい。
【０１０６】
　端末７００は更に、プロセッサ７０１または別のコンポーネント（例えば、入力モジュ
ール、表示モジュールまたは通信ユニット）によって受信される、または、プロセッサ７
０１または別のコンポーネントによって生成される、命令またはデータを記憶するように
構成されているメモリ（不図示）を含んでよい。
【０１０７】
　プロセッサ７０１は、二次デバイス（すなわち、本明細書における第２デバイス１０２
）の埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を取得することであって、ＥＩＤは、一次
デバイスが移動体事業者サーバからＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を取
得するために使用される、取得することと、移動体事業者サーバからＥＩＤと一致するプ
ロファイルダウンロード情報を受信することと、二次デバイスにプロファイルダウンロー
ド情報を送信することであって、プロファイルダウンロード情報は、二次デバイスがプロ
ファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードするために使用され、プロファイル
は、ダウンロードの完了後に二次デバイスの埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインスト
ールされる、送信することとを行うように構成される。
【０１０８】
　プロセッサ７０１は更に、図４から図６Ａ、図６Ｂおよび図６Ｃの第１デバイスによっ
て実行される方法で、対応する機能を実行するように構成される。
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【０１０９】
　プロセッサ７０１は更に、移動体事業者サーバにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ
（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＩＭＳＩ　ｎｕｍｂｅｒｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ＭＳＩ
ＳＤＮ）サービス起動要求を送信するように構成される。ここで、マルチＩＭＳＩシング
ルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求は、一次デバイスの識別子および二次デバイスの識別子
を保持し、一次デバイスの識別子は、集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、移動局国際ＩＳＤＮ番
号ＭＳＩＳＤＮおよび国際移動体加入者識別ＩＭＳＩのうちの何れか１つを含み、二次デ
バイスの識別子は、ＥＩＤ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む。
【０１１０】
　ＥＩＤは、端末と二次デバイスとの間のブルートゥース接続またはＷｉ－Ｆｉ接続を使
用して端末により取得される。
【０１１１】
　プロセッサ７０１は更に、移動体通信事業者に対して端末を認証するように構成される
。認証方式は、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩ
Ｍ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい。
【０１１２】
　プロセッサ７０１は更に、二次デバイスとのペアリング処理を実行し、二次デバイスの
ために移動体事業者サーバにプロファイルダウンロード要求を送信するように構成される
。プロファイルダウンロード要求は、ＥＩＤを保持する。
【０１１３】
　二次デバイスは、プロファイルダウンロード情報を受信し、当該プロファイルダウンロ
ード情報に従って、プロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードし、プロフ
ァイルをインストールする。端末７００は、端末７００と二次デバイスとの間の接続（例
えば、ブルートゥース接続またはＷｉ－Ｆｉ接続）を使用して二次デバイスのＥＩＤ（ｅ
ＵＩＣＣ識別子）を取得する。
【０１１４】
　図８は、本願の別の実施形態に係るデバイスのコンポーネントブロック図である。
【０１１５】
　図８はデバイス８００を示している。デバイス８００は、プロセッサ８０１、通信ユニ
ット８０２、ｅＵＩＣＣ８０３およびメモリ８０４を含む。デバイス８００は、図１から
図３の第２デバイス１０２であってよい。
【０１１６】
　通信ユニット８０２は、Ｗｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅｌｉｔｙ、ワイヤレ
スフィデリティ）、ブルートゥース（ＢＴ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））および近
距離無線通信（ＮＦＣ：ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの短
距離通信プロトコルを支援してもよいし、インターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）、ローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ：ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、ワイドエリ
アネットワーク（ＷＡＮ：ｗｉｄｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、遠隔通信ネットワー
ク（ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、セルラネットワーク（ｃ
ｅｌｌｕｌａｒ　ｎｅｔｗｏｒｋ）および衛星ネットワーク（ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）などを支援してもよい。通信ユニット８０２は更に、デバイス８００が別の
デバイス（例えば、コンピュータ）に結合されること、および、当該別のデバイスと有線
または無線で通信することを可能にする回路を含んでよい。
【０１１７】
　プロセッサ８０１は、命令（例えば、タッチスクリーンから取得される命令）、割り込
み操作、時間調整および他の機能を実行するように構成される。加えて、プロセッサ８０
１は更に、グラフィックス処理ユニット（ｇｒａｐｈｉｃ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎ
ｉｔ）を含んでよい。
【０１１８】
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　デバイス８００は更に、プロセッサ８０１または別のコンポーネント（例えば、入力モ
ジュール、表示モジュールまたは通信ユニット）によって受信される、または、プロセッ
サ８０１または別のコンポーネントによって生成される、命令またはデータを記憶するよ
うに構成されているメモリ（不図示）を含んでよい。
【０１１９】
　プロセッサ８０１は、第１デバイス１０１に第２デバイス１０２のＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ
識別子）を送信することと、第１デバイス１０１からＥＩＤと一致するプロファイルダウ
ンロード情報を受信することと、当該プロファイルダウンロード情報に従って、プロファ
イル管理サーバからプロファイルをダウンロードし、当該プロファイルをインストールす
ることとを行うように構成される。プロファイルダウンロード情報は、クイックレスポン
スコードであってよい。第２デバイスは、クイックレスポンスコードを識別してプロファ
イル管理サーバのアドレスなどの情報を取得することにより、プロファイルのダウンロー
ドを開始する。第２デバイス１０２は、第１デバイス１０１と第２デバイス１０２との間
の接続（例えば、ブルートゥース接続またはＷｉ－Ｆｉ接続）を使用して第１デバイス１
０１に第２デバイス１０２のＥＩＤ（ｅＵＩＣＣ識別子）を転送する。
【０１２０】
　図９は、本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法で第１デバイスが
実行する操作のフローチャートである。
【０１２１】
　図９を参照すると、段階９１０において、第１デバイスが第２デバイスとのペアリング
処理を実行する。ペアリング処理にはブルートゥース技術またはＷｉ－Ｆｉ技術を使用し
てよいが、これに限定されるわけではない。第１デバイスが第２デバイスとのペアリング
処理を実行するとき、第２デバイスは、第１デバイスに第２デバイスのＥＩＤを転送して
よい。段階９２０において、第１デバイスは、ＭＮＯサーバに第２デバイスのＥＩＤを送
信し、次に、ＭＮＯサーバは、プロファイル管理サーバに第２デバイスのＥＩＤを送信す
る。段階９３０において、第１デバイスは、プロファイル管理サーバからダウンロード情
報を受信する。段階９４０において、プロファイルダウンロード情報は、第２デバイスに
送信される。その後、プロファイルダウンロード情報に従って、第２デバイスは、プロフ
ァイル管理サーバからプロファイルをダウンロードしてよく、ｅＵＩＣＣに当該プロファ
イルをインストールしてよい。
【０１２２】
　第１デバイス１０１は、図９の段階９１０の前に移動体通信事業者によって認証される
必要があること、すなわち、第１デバイス１０１は、第１デバイス１０１および第２デバ
イス１０２がペアリングされる前に移動体通信事業者によって認証されることに留意され
たい。認証方式は、ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ方式またはＳＭＳ検証コード方式であってよ
い。
【０１２３】
　図１０は、本願のある実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法で第２デバイス
が実行する操作のフローチャートである。
【０１２４】
　図１０を参照すると、段階１０１０では、第２デバイスが第１デバイスとのペアリング
処理を実行する。ペアリング処理にはブルートゥース技術またはＷｉ－Ｆｉ技術を使用し
てよいが、これに限定されるわけではない。第１デバイスが第２デバイスとのペアリング
処理を実行するとき、第２デバイスは、第１デバイスに第２デバイスのＥＩＤを転送して
よい。この場合、第１デバイスは、ＭＮＯサーバを使用してプロファイル管理サーバにＥ
ＩＤを転送することにより、プロファイルダウンロード情報を取得し、第２デバイスに当
該プロファイルダウンロード情報を転送する。プロファイルダウンロード情報に従って、
第２デバイスは、プロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードしてよく、ｅ
ＵＩＣＣに当該プロファイルをインストールしてよい。
【０１２５】
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　図１１は、本願のある実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起
動方法のフローチャートである。
【０１２６】
　図１１では、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２の両方がＵＩＣＣデバイス
である。第１デバイス１０１は、ＭＮＯ１０３のネットワークに既にアクセスしており（
例えば、ＭＮＯ１０３のＵＩＣＣの購入および３Ｇ／４Ｇパッケージの起動を実名登録で
既に行っており）、ＭＮＯ１０３のネットワークおよびアプリケーションサービスを使用
してよい。ユーザが購入する第２デバイス１０２は、ＵＩＣＣも使用しており、ユーザは
、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２のためにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩ
ＳＤＮサービスを起動することを望む。この場合は、第１デバイス１０１の移動局国際Ｉ
ＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　ＩＳＤＮ　Ｎｕｍｂｅｒ）が、第１デバイス１０１のＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）番号および第２デ
バイス１０２のＩＭＳＩ番号に対応している。すなわち、第１デバイス１０１および第２
デバイス１０２は、１つのＭＳＩＳＤＮ番号を共有してよい。
【０１２７】
　図１１を参照すると、段階１１０１から段階１１０３は、図４の段階４０１から段階４
０３と同様であり、本明細書では詳細について説明しない。段階１１０４において、第１
デバイス１０１は、ＭＮＯ１０３にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを申し
込んでよく、第１デバイス１０１は、第１デバイスの識別子（例えば、集積回路カード識
別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣ
ＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）および第２デバイス１０２の識別子（例えば、
集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）をＭＮＯ１０３に提供する。
ＭＮＯ１０３は、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１０２の識別子に従っ
てマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを起動する。段階１１０５において、Ｍ
ＮＯ１０３は、第１デバイス１０１にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス申し
込み結果を通知する。段階１１０６において、第１デバイス１０１は、第２デバイス１０
２にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス申し込み結果を通知する。
【０１２８】
　図１１の段階１１０３は、段階１１０１および段階１１０２の前に起こること、すなわ
ち、第１デバイス１０１は、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２がペアリング
される前に移動体通信事業者によって認証されることに留意されたい。認証には、上述の
ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証を使用してよい。本願は段階の
順番によって制限されるべきではない。
【０１２９】
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、本願の別の実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩ
ＳＤＮサービス起動方法の概略図である。
【０１３０】
　図１２Ａおよび図１２Ｂを参照すると、段階１２１０から段階１２４０は、図６Ａ、図
６Ｂおよび図６Ｃの段階６０１０から段階６０４０と同様であり、本明細書では詳細につ
いて説明しない。段階１２１０では、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１
０２の識別子が保持される。第２デバイス１０２は、ＵＩＣＣデバイスである。従って、
本明細書における第１デバイスの識別子は、集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
ｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮお
よびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む。第２デバイス１０２の識別子は、集積回路カー
ド識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、
ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む。
【０１３１】
　段階１２５０は、任意選択的な手順である。オプションとして、第２デバイス１０２の
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ＳＭＳ検証コード検証が実行される。認可サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒ
ｖｅｒ、ＡＳ）１０３１が、第２デバイス１０２にＳＭＳ検証コードを送信するようショ
ートメッセージセンタ１０３３に命令し、ユーザが、第１デバイス１０１を使用して認可
サーバ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＡＳ）１０３１に当該検証コード
を送信することにより、第２デバイス１０２の有効性を検証する。
【０１３２】
　段階１２６０から段階１２９０は、図６Ａ、図６Ｂおよび図６Ｃの段階６１４０から段
階６１７０と同様であり、本明細書では詳細について説明しない。　認可サーバ１０３１
は、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２のためにＢＯＳＳシステム１０３４に
マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスを申し込む。ＢＯＳＳシステム１０３４は
、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ
サービスの処理を担う。この場合、第１デバイス１０１の移動局国際ＩＳＤＮ番号（ＭＳ
ＩＳＤＮ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＩＳＤＮ　Ｎ
ｕｍｂｅｒ）は、第１デバイス１０１のＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）番号および第２デバイス１０２のＩ
ＭＳＩ番号に対応している。すなわち、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２は
、１つのＭＳＩＳＤＮ番号を共有してよい。
【０１３３】
　図１３は、本願のある実施形態に係るマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの
バインド解除方法のフローチャートである。
【０１３４】
　図１３において、段階１３０１から段階１３０３は、図４の段階４０１から段階４０３
と同じである。段階１３０４では、第１デバイス１０１が、ＭＮＯ１０３にマルチＩＭＳ
ＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド解除処理、すなわち、第１デバイス１０１と
第２デバイス１０２との間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド関
係のバインド解除を申し込んでよい。第１デバイス１０１は、第１デバイスの識別子（例
えば、集積回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ、ＩＣＣＩＤ）、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）および第２デバイス１
０２の識別子（例えば、ＥＩＤ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）をＭＮＯ１０３に提供す
る。ＭＮＯ１０３は、第１デバイス１０１の識別子および第２デバイス１０２の識別子に
従って、第１デバイス１０１と第２デバイス１０２との間のマルチＩＭＳＩシングルＭＳ
ＩＳＤＮサービスのバインド関係をバインド解除する。段階１３０５において、ＭＮＯ１
０３は、第１デバイス１０１にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド
解除処理結果を通知する。段階１３０６において、第１デバイス１０１は、第２デバイス
１０２にマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスのバインド解除処理結果を通知す
る。オプションとして、段階１３０７において、第２デバイス１０２は、プロファイル管
理サーバにプロファイル除去要求を送信する。段階１３０８において、第２デバイス１０
２は、プロファイル管理サーバからプロファイル除去結果を受信する。第２デバイス１０
２は、ｅＵＩＣＣに記憶されているプロファイルを削除してよい。
【０１３５】
　図１３の段階１３０３は、段階１３０１および段階１３０２の前に起こること、すなわ
ち、第１デバイス１０１は、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２がペアリング
される前に移動体通信事業者によって認証されることに留意されたい。認証には、上述の
ＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証を使用してよい。本願は段階の
順番によって制限されるべきではない。
【０１３６】
　以上では主に、ｅＵＩＣＣデバイスがＵＩＣＣデバイスを使用することにより認証を実
行してプロファイルをダウンロードするプロセスについて説明した。汎用集積回路カード
ＵＩＣＣおよび埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）の両方を有する電子デバイスについては
、上記と同様の方法が使用されてよい。認証は、電子デバイスの埋め込みＵＩＣＣを使用
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して実行され、認証が成功した後、プロファイルがｅＵＩＣＣにダウンロードおよびイン
ストールされる。
【０１３７】
　具体的な解決手段は、ＵＩＣＣに基づいて電子デバイスが移動体事業者ネットワークに
より認証されることと、移動体事業者ネットワークから認証完了情報（例えば、ＳＭＳ検
証コードまたは認証成功情報）を受信することと、当該認証完了情報に基づいて移動体事
業者ネットワークにｅＵＩＣＣの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信するこ
とであって、ＥＩＤは、電子デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと
一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、送信することと、
移動体事業者ネットワークのサーバからプロファイルダウンロード情報を受信することと
、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイル
をダウンロードすることであって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に電子デバイ
スのｅＵＩＣＣにインストールされる、ダウンロードすることとを含む。
【０１３８】
　図１４は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法のフローチャー
トである。
【０１３９】
　図１４では、第３デバイスがＵＩＣＣおよびｅＵＩＣＣの両方を支援する（例えば、第
３デバイスは、ＳＩＭカードスロットを有し、埋め込み加入者識別モジュール（ｅＳＩＭ
）チップで予め構成される）。第３デバイスは、少なくとも１つのＳＩＭカードスロット
および少なくとも１つのｅＳＩＭチップを有してよい。
【０１４０】
　第３デバイスのユーザがＭＮＯ１０３のネットワークにアクセスしている。例えば、Ｍ
ＮＯ１０３のＵＩＣＣカードの購入および３Ｇ／４Ｇパッケージの起動を実名登録で行っ
ている。ユーザは、ＳＩＭカードスロットにＵＩＣＣカードを挿入することによってＭＮ
Ｏ１０３のネットワークおよびアプリケーションサービスを使用してよい。ユーザは更に
、ｅＵＩＣＣのためにプロファイルをダウンロードしてｅＵＩＣＣの通信サービスを起動
する必要がある。第３デバイスにインストールされるＳＩＭカードを使用して、事業者は
、ユーザの有効性を検証してよく、正規ユーザのためにｅＵＩＣＣのプロファイルをダウ
ンロードしてよい。
【０１４１】
　図１４を参照すると、段階１４０１において、第３デバイスおよびＭＮＯ１０３は、認
証処理を実行して第３デバイスの有効性を検証する。認証処理には検証コード方法を使用
してよい。例えば、ＭＮＯは、検証コードをランダムに生成すること、および、ユーザの
第３デバイスのＵＩＣＣカードが使用する携帯電話番号にＳＭＳメッセージを送信するこ
とにより、ユーザに検証コードを通知する。ユーザは、検証コードを入力して二次検証を
実行することにより、加入者識別の正確性を確保する。段階１４０１における認証処理に
は、代替的にＳＩＭカードベースのＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証を使用してもよい。第３
デバイスは、認証プロトコルに従って認証を完了する。
【０１４２】
　段階１４０２において、段階１４０１で第３デバイスの認証が成功した場合、第３デバ
イスは、第３デバイスのｅＵＩＣＣのためにＭＮＯ１０３にプロファイルを申し込んでよ
い。第３デバイスは、ＭＮＯ１０３に第３デバイスのｅＵＩＣＣ識別子（ＥＩＤ）を提供
してプロファイルを取得する。
【０１４３】
　段階１４０３において、ＭＮＯ１０３は、プロファイル管理サーバに第３デバイスのＥ
ＩＤを転送する。プロファイル管理サーバは、ＥＩＤと一致するプロファイル起動コード
を作成し、段階１４０４でＭＮＯ１０３に当該起動コードを転送する。段階１４０５にお
いて、ＭＮＯ１０３は、第３デバイスに起動コードを転送する。段階１４０６において、
第３デバイスは、ネットワークを使用してプロファイル管理サーバへの接続を確立し、ｅ
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ＵＩＣＣのプロファイルを取得する。
【０１４４】
　図１４は、第３デバイスのＵＩＣＣを使用して第３デバイスの有効性を検証し、かつ、
第３デバイスのｅＵＩＣＣのためにプロファイルをダウンロードする、プロセスについて
のみ説明していることに留意されたい。オプションとして、段階１４０２において、第３
デバイスは、ＭＮＯ１０３にプロファイルダウンロードおよびマルチＩＭＳＩシングルＭ
ＳＩＳＤＮサービスの両方を申し込んでよい。すなわち、ＳＩＭカードの識別情報（例え
ば、ＩＣＣＩＤ、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ）およびｅＵＩＣＣの識別子ＥＩＤを転送
してよい。具体的な申し込みプロセスは図５と同様であり、本明細書では詳細について説
明しない。マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービスの起動後、第３デバイスのＵＩ
ＣＣカードおよびｅＵＩＣＣは、１つのＭＳＩＳＤＮ番号を共有してよい。
【０１４５】
　図１５は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である
。
【０１４６】
　図１５を参照すると、段階１５００では、認可サーバ１０３１が、第３デバイスの有効
性を検証する。具体的には、上述のＥＡＰ－ＳＩＭ／ＡＫＡ認証方式またはＳＭＳ検証コ
ード認証方式を使用して第３デバイスのＵＩＣＣカードに対する認証が実行されてよい。
【０１４７】
　段階１５０２から段階１５１４は、図６Ａ、図６Ｂおよび図６Ｃの段階６０１０から段
階６０７０と同様であり、本明細書では詳細について説明しない。段階１５０２では、第
３デバイスによって認可サーバに送信されるプロファイルダウンロード要求が、第３デバ
イスのｅＵＩＣＣの識別子（ＥＩＤ）を保持する。
【０１４８】
　段階１５１６において、第３デバイスは、段階１５１４で取得される起動コードを使用
してプロファイル管理サーバ１０３５からプロファイルをダウンロードする。次に、第３
デバイスがプロファイル起動を完了した後、第３デバイスのｅＵＩＣＣは有効になり、第
３デバイスはｅＵＩＣＣを使用して通信サービスを取得してよい。
【０１４９】
　本願のある実施形態が、図１５における第３デバイスの様々な機能を実装する別の端末
を提供する。端末は、通信ユニット、汎用集積回路カードＵＩＣＣ、埋め込みＵＩＣＣ（
ｅＵＩＣＣ）およびプロセッサを含む。プロセッサは、ＵＩＣＣに基づいて移動体事業者
ネットワークに対して電子デバイスを認証することと、移動体事業者ネットワークから認
証完了情報を取得することと、当該認証完了情報に基づいて、移動体事業者ネットワーク
にｅＵＩＣＣの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信するように通信ユニット
を制御することであって、ＥＩＤは、電子デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバ
からＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、制御
することと、移動体事業者ネットワークのサーバからプロファイルダウンロード情報を取
得することと、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバから
プロファイルをダウンロードすることであって、プロファイルは、ダウンロードの完了後
に電子デバイスのｅＵＩＣＣにインストールされる、ダウンロードすることとを行うよう
に構成される。
【０１５０】
　図１６は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である
。
【０１５１】
　図１６では、第１デバイス１０１および第２デバイス１０２が同じユーザに属する。第
１デバイス１０１は、図１の第１デバイス１０１と同じ機能を有し、第２デバイス１０２
は、図１の第２デバイス１０２と同じ機能を有する。第１デバイス１０１に挿入すること
ができ、かつ、第１デバイス１０１から取り外すことができる、汎用集積回路カード（Ｕ
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ＩＣＣ）が、第１デバイス１０１にインストールされる。第２デバイス１０２には、ＵＩ
ＣＣに取って代わり、かつ、第２デバイス１０２に取り外し不可能に埋め込まれる、埋め
込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を使用している。
【０１５２】
　第２デバイス１０２は、古い第１デバイス１０１と交換するためにユーザが新たに購入
するデバイスであり、ユーザは、デバイスの交換後も元の電話番号を使用することを望む
。ユーザにより入力されるｅＵＩＣＣサービスアップグレード要求を受信した後、第２デ
バイス１０２は、プロファイルをダウンロードし、プロファイル起動を完了し、新しいカ
ード（例えば、第２デバイス１０２のｅＵＩＣＣ）は有効になり、古いカード（例えば、
第１デバイス１０１のＵＩＣＣ）は無効になる。これは、事業者の既存サービスにおける
４Ｇカード交換サービスと同様である（すなわち、ユーザは古いＳＩＭカードを処分し、
新しいＳＩＭカードを使用する）。しかしながら、本明細書における第２デバイス１０２
には、端末に埋め込まれ、かつ、取り外し不可能である、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ
）を使用している。従って手順が異なる。
【０１５３】
　第２デバイス１０２は、移動体事業者ネットワークのサーバにプロファイル取得要求（
別名「ｅＵＩＣＣアップグレード要求」）を送信する。プロファイル取得要求は、第２デ
バイス１０２の埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）および第１デバイス１０１の移
動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮを保持する。ＥＩＤは、第２デバイス１０２が移動体
事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を取得
するために使用される。第２デバイス１０２は、移動体事業者ネットワークのサーバに検
証コードを送信する。検証コードは、第１デバイス１０１によって受信される検証コード
である。例えば、ユーザは、第２デバイス１０２を使用して、第１デバイス１０１によっ
て受信される検証コードを手動で入力してもよいし、ユーザは、第２デバイス１０２を使
用して、短距離通信（例えば、ＮＦＣ）で、または、クイックレスポンスコードをスキャ
ンする形で、第１デバイス１０１によって受信される検証コードを取得してもよい。第２
デバイス１０２は、移動体事業者サーバからプロファイルダウンロード情報を受信する。
第２デバイス１０２は、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サ
ーバからプロファイルをダウンロードする。プロファイルは、ダウンロードの完了後に第
２デバイス１０２の埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる。
【０１５４】
　図１６を参照すると、段階１６０１において、第２デバイス１０２は、認可サーバ１０
３１に「ｅＵＩＣＣへのアップグレード」要求を送信する。「ｅＵＩＣＣへのアップグレ
ード」要求は、ユーザの移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮおよび第２デバイス１０２
の埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を保持する。
【０１５５】
　段階１６０２において、認可サーバ１０３１は、検証コードを生成し、ショートメッセ
ージセンタ１０３３に当該検証コードを送信する。
【０１５６】
　段階１６０３において、ショートメッセージセンタ１０３３は、ＳＭＳメッセージ方式
でユーザの第１デバイス１０１に検証コードを送信することにより、ユーザに検証コード
を通知する。
【０１５７】
　段階１６０４において、第２デバイス１０２は、ユーザによって入力される検証コード
を受信し、認可サーバ１０３１に検証コードを送信する。次に、認可サーバ１０３１は、
検証コードを検証する。検証が成功した場合、段階１６０５において、認可サーバ１０３
１は、ユーザ検証が成功したことをＢＯＳＳ１０３４に通知する。
【０１５８】
　段階１６０６において、ＢＯＳＳシステム１０３４は、プロファイルおよびプロファイ
ルダウンロード情報（起動コード）を作成するようプロファイル管理サーバ１０３５に命



(27) JP 6871374 B2 2021.5.12

10

20

30

40

50

令する。
【０１５９】
　段階１６０７において、ＢＯＳＳシステム１０３４は、認可サーバ１０３１に起動コー
ド（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を送信する。
【０１６０】
　段階１６０８において、認可サーバ１０３１は、第２デバイス１０２に起動コード（Ａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を送信する。
【０１６１】
　段階１６０９において、第２デバイス１０２は、段階１６０８で取得される起動コード
を使用してプロファイル管理サーバ１０３５からプロファイルをダウンロードする。
【０１６２】
　第２デバイス１０２がプロファイルをダウンロードし、かつ、プロファイルを正常に起
動した後、第２デバイス１０２のｅＵＩＣＣは有効になり、古いカード（第１デバイス１
０１のＵＩＣＣ）は無効になり、ユーザは元の電話番号を使用して第２デバイス１０２で
電話サービスを実行してよい。
【０１６３】
　本願の別の実施形態が、図１６における第２デバイスの様々な機能を実装する別の端末
を提供する。端末は、通信ユニット、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）およびプロセッサ
を含む。プロセッサは、移動体事業者ネットワークのサーバにプロファイル取得要求を送
信するように通信ユニットを制御することであって、プロファイル取得要求は、端末の埋
め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）および第１デバイスの移動局国際ＩＳＤＮ番号Ｍ
ＳＩＳＤＮを保持し、ＥＩＤは、端末が移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと
一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、制御することと、
移動体事業者ネットワークのサーバに検証コードを送信するように通信ユニットを制御す
ることであって、検証コードは、第１デバイスによって受信される検証コードである、制
御することと、移動体事業者サーバからプロファイルダウンロード情報を取得することと
、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイル
をダウンロードすることであって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に端末の埋め
込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる、ダウンロードすることとを行うよう
に構成される。
【０１６４】
　図１７は、本願の別の実施形態に係るプロファイルダウンロードの方法の概略図である
。
【０１６５】
　図１７では、第４デバイスおよび第５デバイスが同じユーザに属する。第４デバイスお
よび第５デバイスの両方が、ＵＩＣＣに取って代わり、かつ、デバイスに取り外し不可能
に埋め込まれる、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を使用している。
【０１６６】
　第５デバイスは、ＭＮＯ１０３のネットワークに既にアクセスしている。例えば、第５
デバイスのｅＵＩＣＣは、プロファイルをダウンロードし、ＭＮＯ１０３の通信サービス
を起動している。ユーザは、第５デバイスを使用してＭＮＯ１０３のネットワークおよび
アプリケーションサービスを使用してよい。　第４デバイスは、古い第５デバイスと交換
するためにユーザが新たに購入するデバイスであり、ユーザは、デバイスの交換後も元の
電話番号を使用することを望む。ユーザにより入力されるｅＵＩＣＣサービス移行要求を
受信した後、第４デバイスは、プロファイルをダウンロードしてプロファイル起動を完了
し、第４デバイスのｅＵＩＣＣは、プロファイルダウンロードを完了して有効になり、第
５デバイスのｅＵＩＣＣのプロファイルは無効になる。これは、事業者の既存サービスに
おける４Ｇカード交換サービスと同様である（すなわち、ユーザは古いＳＩＭカードを処
分し、新しいＳＩＭカードを使用する）。しかしながら、本明細書における第４デバイス
および第５デバイスの両方が、端末に埋め込まれ、かつ、取り外し不可能である、埋め込
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みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を使用している。従って手順が異なる。
（項目１）
　汎用集積回路カードＵＩＣＣを有する一次デバイスに適用されるプロファイルダウンロ
ードの方法であって、上記方法は、
　二次デバイスの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を取得する段階であって、上
記ＥＩＤは、上記一次デバイスが移動体事業者サーバから上記ＥＩＤと一致するプロファ
イルダウンロード情報を取得するために使用される、取得する段階と、
　上記移動体事業者サーバから上記プロファイルダウンロード情報を受信する段階と、
　上記二次デバイスに上記プロファイルダウンロード情報を送信する段階であって、上記
プロファイルダウンロード情報は、上記二次デバイスがプロファイル管理サーバからプロ
ファイルをダウンロードするために使用され、上記プロファイルは、上記ダウンロードの
完了後に上記二次デバイスの埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる、送
信する段階と
　を備える、方法。
（項目２）
　上記移動体事業者サーバにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ＩＭＳＩ　ｎｕｍｂｅｒｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ＭＳＩＳＤＮ）サービス起動
要求を送信する段階を更に備え、
　上記マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求は、上記一次デバイスの識
別子および上記二次デバイスの識別子を保持し、上記一次デバイスの上記識別子は、集積
回路カード識別子（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
、ＩＣＣＩＤ）、移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮおよび国際移動体加入者識別ＩＭ
ＳＩのうちの何れか１つを含み、上記二次デバイスの上記識別子は、上記ＥＩＤ、ＭＳＩ
ＳＤＮおよびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記ＥＩＤは、上記一次デバイスと上記二次デバイスとの間のブルートゥース接続また
はＷｉ－Ｆｉ接続を使用して上記一次デバイスにより取得される、項目１または２に記載
の方法。
（項目４）
　移動体通信事業者に対して上記一次デバイスを認証する段階を更に備える、項目１から
３の何れか一項に記載の方法。
（項目５）
　認証方式が、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩ
Ｍ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい、項目４に記載の方法。
（項目６）
　上記二次デバイスとのペアリング処理を実行する段階と、
　上記二次デバイスのために上記移動体事業者サーバにプロファイルダウンロード要求を
送信する段階であって、上記プロファイルダウンロード要求は、上記ＥＩＤを保持する、
送信する段階と
　を更に備える、項目１に記載の方法。
（項目７）
　通信ユニットと、
　汎用集積回路カードＵＩＣＣと、
　プロセッサと
　を備える端末であって、上記プロセッサは、
　二次デバイスの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を取得することであって、上
記ＥＩＤは、一次デバイスが移動体事業者サーバから上記ＥＩＤと一致するプロファイル
ダウンロード情報を取得するために使用される、取得することと、
　上記移動体事業者サーバから上記プロファイルダウンロード情報を受信することと、
　上記二次デバイスに上記プロファイルダウンロード情報を送信するように上記通信ユニ
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ットを制御することであって、上記プロファイルダウンロード情報は、上記二次デバイス
がプロファイル管理サーバからプロファイルをダウンロードするために使用され、上記プ
ロファイルは、上記ダウンロードの完了後に上記二次デバイスの埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵ
ＩＣＣ）にインストールされる、制御することと
　を行うように構成される、端末。
（項目８）
　上記プロセッサは更に、上記移動体事業者サーバにマルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤ
Ｎ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＩＭＳＩ　ｎｕｍｂｅｒｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｉｎｇｌｅ　ＭＳ
ＩＳＤＮ）サービス起動要求を送信するように構成され、
　上記マルチＩＭＳＩシングルＭＳＩＳＤＮサービス起動要求は、上記一次デバイスの識
別子および上記二次デバイスの識別子を保持し、上記一次デバイスの上記識別子は、集積
回路カード識別（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、
ＩＣＣＩＤ）、移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮおよび国際移動体加入者識別ＩＭＳ
Ｉのうちの何れか１つを含み、上記二次デバイスの上記識別子は、上記ＥＩＤ、ＭＳＩＳ
ＤＮおよびＩＭＳＩのうちの何れか１つを含む、項目７に記載の端末。
（項目９）
　上記ＥＩＤは、上記端末と上記二次デバイスとの間のブルートゥース接続またはＷｉ－
Ｆｉ接続を使用して上記端末により取得される、項目７または８に記載の端末。
（項目１０）
　上記プロセッサは更に、移動体通信事業者に対して上記端末を認証するように構成され
る、項目７から９の何れか一項に記載の端末。
（項目１１）
　認証方式が、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩ
Ｍ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい、項目１０に記載の端末。
（項目１２）
　上記プロセッサは更に、
　上記二次デバイスとのペアリング処理を実行することと、
　上記二次デバイスのために上記移動体事業者サーバにプロファイルダウンロード要求を
送信することであって、上記プロファイルダウンロード要求は、上記ＥＩＤを保持する、
送信することと
　を行うように構成される、項目７に記載の端末。
（項目１３）
　汎用集積回路カードＵＩＣＣおよび埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）を有する電子デバ
イスに適用されるプロファイルダウンロードの方法であって、
　上記ＵＩＣＣに基づいて移動体事業者ネットワークに対して上記電子デバイスを認証す
る段階と、
　上記移動体事業者ネットワークから認証完了情報を受信する段階と、
　上記認証完了情報に基づいて上記移動体事業者ネットワークに上記ｅＵＩＣＣの埋め込
み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信する段階であって、上記ＥＩＤは、上記電子デ
バイスが上記移動体事業者ネットワークのサーバから上記ＥＩＤと一致するプロファイル
ダウンロード情報を取得するために使用される、送信する段階と、
　上記移動体事業者ネットワークの上記サーバから上記プロファイルダウンロード情報を
受信する段階と、
　上記プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイル
をダウンロードする段階であって、上記プロファイルは、上記ダウンロードの完了後に上
記電子デバイスの上記ｅＵＩＣＣにインストールされる、ダウンロードする段階と
　を備える方法。
（項目１４）
　認証方式が、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩ
Ｍ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい、項目１３に記載の方法。



(30) JP 6871374 B2 2021.5.12

10

20

30

40

50

（項目１５）
　通信ユニットと、
　汎用集積回路カードＵＩＣＣと、
　埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）と、
　プロセッサと
　を備える端末であって、上記プロセッサは、
　上記ＵＩＣＣに基づいて移動体事業者ネットワークに対して上記電子デバイスを認証す
ることと、
　上記移動体事業者ネットワークから認証完了情報を取得することと、
　上記認証完了情報に基づいて、上記移動体事業者ネットワークに上記ｅＵＩＣＣの埋め
込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）を送信するように上記通信ユニットを制御すること
であって、上記ＥＩＤは、上記電子デバイスが上記移動体事業者ネットワークのサーバか
ら上記ＥＩＤと一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、制
御することと、
　上記移動体事業者ネットワークの上記サーバから上記プロファイルダウンロード情報を
取得することと、
　上記プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイル
をダウンロードすることであって、上記プロファイルは、上記ダウンロードの完了後に上
記電子デバイスの上記ｅＵＩＣＣにインストールされる、ダウンロードすることと
　を行うように構成される、端末。
（項目１６）
　認証方式が、拡張認証プロトコル・加入者識別モジュール／認証と鍵合意ＥＡＰ－ＳＩ
Ｍ／ＡＫＡ認証またはＳＭＳ検証コード認証であってよい、項目１５に記載の端末。
【０１６７】
　第４デバイスは、移動体事業者ネットワークのサーバにプロファイル取得要求（別名「
ｅＵＩＣＣ移行要求」）を送信する。プロファイル取得要求は、第４デバイスの埋め込み
集積回路カード識別子（ＥＩＤ）および第５デバイスの移動局国際ＩＳＤＮ番号ＭＳＩＳ
ＤＮを保持する。ＥＩＤは、第４デバイスが移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩ
Ｄと一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される。第４デバイス
は、移動体事業者ネットワークのサーバに検証コードを送信する。検証コードは、第５デ
バイスによって受信される検証コードである。例えば、ユーザは、第４デバイスを使用し
て、第５デバイスによって受信される検証コードを手動で入力してもよいし、ユーザは、
第５デバイスを使用して、短距離通信（例えば、ＮＦＣ）で、または、クイックレスポン
スコードをスキャンする形で、第４デバイスによって受信される検証コードを取得しても
よい。第４デバイスは、移動体事業者サーバからプロファイルダウンロード情報を受信す
る。第４デバイスは、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サー
バからプロファイルをダウンロードする。プロファイルは、ダウンロードの完了後に第４
デバイスの埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる。
【０１６８】
　図１７を参照すると、段階１７０１において、第４デバイスは、認可サーバ１０３１に
「ｅＵＩＣＣ移行」要求を送信する。「ｅＵＩＣＣ移行」要求は、ユーザの移動局国際Ｉ
ＳＤＮ番号ＭＳＩＳＤＮおよび第４デバイスの埋め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）
を保持する。
【０１６９】
　段階１７０２から段階１７０９は、図１６の段階１６０２から段階１６０９と同様であ
り、本明細書では詳細について説明しない。
【０１７０】
　第４デバイスがプロファイルをダウンロードして正常に起動した後、第４デバイスのｅ
ＵＩＣＣは有効になり、第５デバイスのｅＵＩＣＣのプロファイルは無効になり、ユーザ
は元の電話番号を使用して第４デバイスで通信サービス（電話またはＳＭＳメッセージ）
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を実行してよい。
【０１７１】
　本願のある実施形態が、図１７における第４デバイスの様々な機能を実装する別の端末
を提供する。端末は、通信ユニット、埋め込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）およびプロセッサ
を含む。プロセッサは、移動体事業者ネットワークのサーバにプロファイル取得要求を送
信するように通信ユニットを制御することであって、プロファイル取得要求は、端末の埋
め込み集積回路カード識別子（ＥＩＤ）および第５デバイスの移動局国際ＩＳＤＮ番号Ｍ
ＳＩＳＤＮを保持し、ＥＩＤは、端末が移動体事業者ネットワークのサーバからＥＩＤと
一致するプロファイルダウンロード情報を取得するために使用される、制御することと、
移動体事業者ネットワークのサーバに検証コードを送信するように通信ユニットを制御す
ることであって、検証コードは、第５デバイスによって受信される検証コードである、制
御することと、移動体事業者サーバからプロファイルダウンロード情報を取得することと
、当該プロファイルダウンロード情報に従ってプロファイル管理サーバからプロファイル
をダウンロードすることであって、プロファイルは、ダウンロードの完了後に端末の埋め
込みＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）にインストールされる、ダウンロードすることとを行うよう
に構成される。
【０１７２】
　本願を実装するように構成されているデバイスにおいて、プロセッサは、汎用プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは別のプログラマブル論理デバイス、
トランジスタ論理デバイス、ハードウェアコンポーネント、または、これらの任意の組み
合わせであってよい。プロセッサは、本願において開示される内容を参照して説明されて
いる論理ブロック、モジュールおよび回路の様々な例を実装または実行してよい。
【０１７３】
　本願において開示される内容と組み合わせて説明されている方法またはアルゴリズムの
段階は、ハードウェアで実装されてもよいし、ソフトウェア命令を実行することによりプ
ロセッサで実装されてもよい。ソフトウェア命令は、対応するソフトウェアモジュールを
含んでよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモ
リ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル
ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または、当技術分野で知られている任意の他の形態の記
憶媒体に配置されてよい。例えば、記憶媒体がプロセッサに結合されることにより、プロ
セッサは、記憶媒体から情報を読み出すこと、または、記憶媒体に情報を書き込むことが
できる。当然ながら、記憶媒体はプロセッサのコンポーネントであってよい。プロセッサ
および記憶媒体は、ＡＳＩＣに配置されてよい。加えて、ＡＳＩＣはユーザ機器に配置さ
れてよい。当然ながら、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントと
してユーザ機器に存在してよい。
【０１７４】
　当業者であれば、上述の１つまたは複数の例において、本願で説明されている機能が、
ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または、これらの任意の組み合わせで実
装され得ることが分かるはずである。当業者であれば、本明細書で開示される実施形態を
参照して説明されている例におけるユニットおよびアルゴリズムの段階が、ハードウェア
、または、ハードウェアとコンピュータソフトウェアとの組み合わせで実装され得ること
が容易に分かるはずである。ある機能がハードウェアで実行されるか、コンピュータソフ
トウェアによって駆動されるハードウェアで実行されるかは、これらの技術的解決手段の
特定の用途および設計上の制約によって決まる。当業者であれば、複数の異なる方法を使
用して、説明されている機能を特定の用途ごとに実装できるが、その実装が本願の範囲を
超えるものとみなされるべきではない。本発明がソフトウェアで実装されるとき、上述の
機能は、コンピュータ可読媒体に記憶されもよいし、コンピュータ可読媒体内の１つまた
は複数の命令またはコードとして伝送されてもよい。コンピュータ可読媒体には、コンピ
ュータ記憶媒体および通信媒体が含まれる。ここで、通信媒体には、コンピュータプログ
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ラムを１つの場所から別の場所に伝送することを可能にする任意の媒体が含まれる。記憶
媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータからアクセスできる任意の利用可能な
媒体であってよい。
【０１７５】
　本願の目的、技術的解決手段および利点は更に、上述の具体的な実施形態において詳し
く説明されている。上述の説明は本願の特定の実施形態に過ぎず、本願の保護範囲を限定
しようと意図しているわけではないことを理解されたい。本願の技術的解決手段に基づい
て行われる修正、同等の置き換え、または、改良などは何れも、本願の保護範囲に入るも
のとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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